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家内労働法（昭和45年法律第60号）の概要

○ 「家内労働」は、メーカーや問屋等から部品や原材料の提供を受けて、個人又は同居の親族と、物品の製造や加工を行うもの。

（例）

○ 家内労働関係には使用従属関係はなく、家内労働者は労働基準法上の労働者ではない。

委託者 家内労働者
布・糸を委託

既製服を納品

目的（第１条）

最低工賃の決定（第８条～第16条）

家内労働手帳の交付（第３条）

安全及び衛生に関する措置（第17条、第18条）

○ 工賃の最低額、安全及び衛生その他の家内労働者に関する必要
な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図
る。

○ 委託者は、家内労働者に対し、家内労働手帳を交付しなければなら
ない。

○ 家内労働手帳の記入事項は以下のとおり。
（委託時）委託した業務の内容、工賃の単価、工賃の支払時期等
（物品受領時）受領した物品の数量等
（工賃支払い時）支払った工賃の額等

○ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において
一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善
を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は地方
労働審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該業務に従
事する家内労働者及び委託者に適用される最低工賃を決定するこ
とができる。

○ 45都道府県で合計９７件（令和６年３月１２日時点）

○ 委託者は、委託業務に関し、一定の機械、器具又は原材料等
を家内労働者に譲渡、貸与又は提供する場合には、これらによ
る危害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

○ 家内労働者は、機械、器具又は原材料、ガス、蒸気、粉じん
等による危害を防止するため、必要な措置を講じなければなら
ない。

○ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内
労働者が必要な安全衛生措置を講じない場合には、委託の禁止、
機械等の使用停止等の措置を執ることを命ずることができる。
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２ 家内労働対策の概要
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○家内労働は、我が国の製造業を下支えする重要な役割を担っている。
○厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法に基づき次の対策を推
進している。

最低工賃の決定及び周知

•工賃が低廉な家内労働者の労
働条件の改善を図るため、最
低工賃を決定

•最低工賃新設・改正計画（3
年周期）に基づき計画的に最
低工賃を見直し

•決定した最低工賃について、
委託者、家内労働者及び関係
団体等に対して周知徹底

家内労働手帳の交付の徹底

工 賃 支 払 の 確 保

•委託者に対し、家内労働者
への家内労働手帳の交付の監
督指導を実施

•家内労働手帳の交付の徹底
により、委託条件の明確化や
工賃支払いを適正化

安 全 及 び 衛 生 の 確 保

•危険有害業務に従事する家内
労働者が多い地域を中心に、
委託者及び家内労働者等に対
して、危害を防止するために
必要な措置等についての指導
を実施（監督指導、家内労働
安全衛生指導員）

•危険有害業務に従事する家内
労働者の災害等の予防のため、
委託事業として、災害防止対
策好事例等の調査、セミナー
の実施及びその好事例に関す
るハンドブックの作成・配布
（本省委託事業）

そ の 他

•「家内労働概況調査」
業種別、類型別等の家内労働者

数、委託者数等を把握するを毎年
実施

•「家内労働等実態調査」
委託者及び家内労働者の詳細な

実態を把握、分析するを３年ごと
に実施

6
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３ 家内労働の現状
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家 内 労 働 の 現 状

○ 家内労働法が制定された昭和45年以降をみると、昭和48年の約184万人をピークとしてその後減少し、令和５年は
約９万４千人。

○ 男女別にみると、女性が全体の約９割を占めている。
○ 内職的家内労働者が全体の約94％を占め、専業的家内労働者は約５％。

家内労働者

○ 昭和45年の委託者数は約11万３千だったが、その後減少し、令和５年は約７千。

委 託 者

8

出典：厚生労働省「家内労働概況調査」
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9

都道府県別の家内労働者数（令和５年）

出典：厚生労働省「家内労働概況調査」
9
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10
出典：厚生労働省「家内労働概況調査」

業種別の「家内労働者」の割合（令和５年）
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４ 最低工賃関係業務
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最低工賃は、
● 厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、
● 一定の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、
● 審議会の意見を尊重して決定

（家内労働法第8条第1項）
最低工賃の額は、
● 最低工賃を決定しようとする地域内において、
● 同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金との均衡を考慮して
● 物品の一定単位毎に決定

（家内労働法第13条第1項、第2項）

諮問から効力発生までの流れ（概要図）

都道府県労働局長

地方労働審議会 公示

最低工賃専門部会
［調査審議］

1

７

効力発生

２ ３

４

５

諮問 答申

報告設置 30日間

12

最低工賃決定の仕組み

本省

６
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最低工賃決定の具体的手順①

家内労働者・委託者の申出
（法第11条第2項、則第7条）

都道府県労働局長

地方労働審議会

諮問（法第8条1項、第10条）

専門部会設置（法第21条第1項）

専 門 部 会

地方労働審議会

都道府県労働局長

関係家内労働者・委託者の意見聴取の公示
（法第11条第1項、則第6条第1項）

意 見 書

関係家内労働者・委託者の意見の聴取
（法第11条第1項、則第6条第2項）

報告

答申

再
審
議
（法
第
8
条
第
2
項
）

13
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都道府県労働局長

地方労働審議会

都道府県労働局長

本省（在宅労働課）

効 力 発 生

関係家内労働者・委託者
の異議の申出

法第9条第2項、則第5条第1項
（15日以内） 異議の申出あり

異議の申出なし

法第9条第3項

法第12条第1項、則第8条

法第12条第2項（30日間）

再審議

答申要旨の公示

法第9条第1項、則第4条

14

あれば

雇用環境・均等部会（家内労働部会）

決 定 公 示

報告
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最低工賃決定の審議結果一覧

１．新設
新たに最低工賃を設立するもの。

２．改正
諮問した結果、最低工賃改正の答申がなされたもの。

３．廃止
諮問した結果、最低工賃廃止の答申がなされたもの。

４．見送り答申
諮問した結果、見送りが妥当との答申がなされたもの。

５．諮問見送り
諮問するに先立って、実態調査等の結果を踏まえ、改正を行える状態ではな

いものと判断した場合に、各委員に説明し、了解を得た上で、諮問を見送るもの。

実態調査 諮問 審議 答申（改正、廃止等） 公示

諮問見送り 見送り答申

（地方局で実施
する調査）

15
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１ 最低工賃の改正について
（１）計画的な改正

最低工賃については、実効性の確保を図るため、必ず本計画に従い、原則として３年をめどに実態を把握し、見直しを行
うこと。見直しに当たっては、原則として、改正の実現を目標とすること。
なお、工程・規格等が業務実態と乖離している最低工賃については、工賃額のみならず工程・規格等 についても見直しを

行い、必要な改正を行うこと。最低工賃を改正した場合には、委託者はもとより、工賃に影響を及ぼしている親事業者、関
係団体等に対しても、最低工賃が遵守されるよう、その内容を適切に周知徹底すること。その際、管内の委託者や家内労働
者への効果的・効率的な周知の観点から、地方公共団体の広報誌やホームページへの掲載等の協力依頼も検討すること。

（２）実態調査
実態調査については、適用家内労働者数の把握、工程変更の有無、工賃額等の確認を行うこと。また、最低賃金との均衡

の考慮に当たっては、実態に即して最低工賃額の８時間換算額を算出した上、最低賃金額やその上昇率との比較を行い、最
低工賃の見直しに必要な実態把握ができるものとすること。

（３）改正諮問の見送り
本計画に従った改正について、実態調査の実施をはじめとする産業界の動向把握を行った結果、委託者の業種における景

況、受注量の減少のため最低工賃の改定が困難等により、なお改正を行う状況にないと判断する場合は、地方労働審議会又
は同審議会家内労働部会（以下「地方労働審議会等」という。）において、必ず、諮問見送りと判断した理由の説明を行い、
公労使三者の了解を得た上で、当該最低工賃についての改正諮問の見送りを行うこと。

２ 最低工賃の新設について
最低工賃の新設については、設定の必要性が高い業種のうち、次のいずれかに合致するものから優先的に実施すること。
（１）関係団体から、新設の要請がなされているもの
（２）継続性のある業種で、家内労働者数が相当数存在するもの
（３）他地域との関連性が強いもの

３ 最低工賃の統合又は廃止の検討について
最低工賃が設定されている適用家内労働者が100人未満に減少し、将来も増加する見通しがないなど、実効性を失ったと思わ

れる最低工賃については、今後のあり方を検討した上で、２つ以上の最低工賃を統合することがありうる場合などは、統合を含
めて対応を検討することとし、また、統合が難しい場合は、廃止することも検討すること。

なお、当該最低工賃の廃止については、地方労働審議会等の意見を十分に聞いて尊重すること。

17

第14次最低工賃新設・改正計画実施方針
（令和4年３月１８日付け雇均発０３１８第２号）
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専門部会について

１.組織及び委員の任命

◇専門部会の組織

専門部会は、公益代表、関係家内労働者代表及び関係委託
者代表の各同数の委員又は臨時委員によって構成される。

◇設置及び廃止

設置：最低工賃の決定・改正の審議を行う際に設置

廃止：任務終了時に、審議会の議決により廃止（※）

※異議申し出がなかった場合にはその時点で廃止することを諮問時に議決し

ておく、又はその旨を地方労働審議会に定めておくことによることも可。

1818

kojoufts
四角
ここにメモを書いてください。



◇委員の任命

①公益委員を代表するもの

公益を代表するものについては、少なくとも１人は審

議会の公益委員から人選することが望ましい。

②家内労働者及び委託者を代表するもの

審議の対象となる最低工賃が決定された場合に適用を

受けることとなる家内労働者又は委託者の意向を代表で

きる適切な者が選任されるように努めること。

1919
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２.専門部会の審議スケジュール

◇標準的な審議スケジュール

○第１回

部会長・同代理の選出、運営規程の審議・採決、関係法

規の説明、当該業種の概要説明、今後の審議の進め方、実

態調査の実施等

○第２回

実態調査結果の報告、審議、関係者からの意見聴取等

○第３回

実地視察結果の報告、適用範囲、金額についての審議、

結審

20
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３.調査審議における留意点

① 実態調査

② 実地視察

③ 参考人の意見聴取

④ 最低工賃額

2121
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①実態調査について

調査期日：諮問前、諮問後いずれでも可

調査数：・審議の基礎資料として信頼にたる結果が得られるように数を確保す
ること

・母集団が100未満の場合は全数を対象とすること

調査対象：委託者調査のみ実施し、家内労働者調査は必要に応じて補完的に実
施することで可

調査事項：審議対象業種の作業工程ごとの工賃額、作業能率を中心に必要最小
限の調査項目とすること
(その他家内労働概況調査、家内労働実態調査等の結果を活用すること）

必ず集計する事項：
① 調査対象家内労働者の年齢階級別及び経験年数階級別分布状況
② １か月当たり工賃額階級別家内労働者分布状況
③ 品目及び規格(工程）別工賃並びに所要時間等の状況
④ 品目別平均工賃額（改正の場合は前回調査結果との比較）
⑤ 品目別及び１枚（個）当たりの工賃額階級別委託者数の分布状況
⑥ 品目別及び１時間当たり作業量（又は単位品目当たりの所要時間）別家内労働

数の分布状況等
2222
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②実地視察について

委員による実地視察は、審議の対象になっている業務の実態を直接確認
するためのものであるから、実施する場合は次の点に留意し効果的に行う
こと。

留意点：

① 視察地、視察の対象とする業務（作業工程）の選定に当たっては、実

態調査の結果、関係家内労働者又は委託者から提出された意見書、委員

の意見などを参考にして総合的に判断すること。

② 各側委員１名以上を含む班編制により実施すること。

③ 視察の際に委託者及び家内労働者から聴取する事項は、関係委員と協

議の上、あらかじめ準備し整理しておくこと。

④ 実地視察結果は、その概要を取りまとめておくこと。

2323
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③参考人の意見聴取について

根 拠：家内労働法施行規則第６条第２項

留意点：

① 参考人の人選に当たっては、委員の意向を尊重した上で、関係家内労

働者又は関係委託者の意見を的確に述べることのできる人を選ぶこと。

② できるだけ参考人と事前に打ち合わせを行い、主張内容等を整理して

おくこと。

③ 参考人への質問事項はあらかじめ各側委員と協議して整理しておくこ

と。

④ 各参考人の意見要旨及びこれに対する委員の質問等の概要を取りまと

めておくこと。

2424
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④ 最低工賃額について

最低工賃額は、その履行を刑事罰をもって強制するものであるため、
当該業種に係る工賃の実態及び水準等を十分に検討し、審議した上で
決定されるべきものであること。

○標準能率
初級熟練者が標準的な作業条件の下で標準的な作業速度持って作業した

ときの能率

○標準能率の決定方法
１ 実態調査により、当該最低工賃が適用される家内労働者の作業量
分布及び経験年数分布を把握する。

２ 初級熟練者の範囲を明らかにする。
３ 初級熟練者が、１で求めた作業量分布において、どの位置に当たる
かを見て、初級熟練者の範囲を定めること。

○８時間換算額
法第13条第1項に規定する最低賃金との均衡を図るため、最低工賃額

の8時間換算額を算出する。

2525
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2021年4月1日

５ 家内労働等実態調査
（令和５年実施）
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＜1ヶ月の工賃額＞
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＜１時間あたりの工賃額＞
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＜困っている内容＞
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